
※移動交番、保健ガイド（ふれあいセンターの健診・教室・相談、予防接種、山武健康福祉センターの検査・相談）、休日当番医ガイドは、毎月１日号に掲載しています。

　家庭や職場での問題、身近な方のひきこもり、アルコール依存などの悩みは
ありませんか。
　市と中核地域生活支援センターさんネットでは、相談会を
開催します。精神保健福祉士・社会福祉士などの相談支援職
が、ご自身や周囲の方の悩みに対応します。
とき▶右表の午前 10 時～正午（１組 30 分程度・要予約）
ところ▶ふれあいセンター 2 階視聴覚室
対象▶市内在住の方
申込方法▶電話または問い合わ

せフォーム（＊）で申し込み
＊①名前、メールアドレスを入

力②問い合わせタイトル「そ
の他のお問い合わせ」を選択
③内容欄に希望日と「東金市
こころのお悩み相談申し込
み」と入力

※前日・当日の申し込みは電話でお問い合わせください。

相談日程
3月22日㈮
4月26日㈮
5月24日㈮
6月28日㈮
7月26日㈮
8月23日㈮
9月27日㈮
10月25日㈮
11月22日㈮
12月20日㈮

令
和
7
年

1月24日㈮
2月28日㈮
3月28日㈮

3 月は自殺対策強化月間3 月は自殺対策強化月間

こころのお悩み相談こころのお悩み相談
無料

秘密厳守
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▲詳しい説明
（市ホームページ）
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屋外広告物の例
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とうがね健康プラン21とうがね健康プラン21
(第2次)推進中！(第2次)推進中！

申込・問い合わせ▶中核地域生活支援センターさんネッ
ト（平日午前９時～午後６時）☎（77）7531

H P https://npo-link.jp/contact-us/（NPO 法人リンク
問い合わせフォーム） ▲問い合わせ

　フォーム

中辛

レトルト

中辛

レトルト

令和５年度分令和５年度分
住民税住民税所得割所得割非課税非課税世帯全員世帯全員

うち１人以上うち１人以上
住民税均等割課税

4東金市ホームページhttps://www.city.togane.chiba.jp/2024年（令和6年）3月15日 広報

相　談　名 と　　　き と　こ　ろ 問い合わせ 内　容・備　考

消費生活相談 毎週月～金曜日（祝休日・年末年始を除く）
10:00～12:00、13:00～15:00

消費生活センター
（市役所3階）

消費生活センター
☎（50）1238

悪質商法などの消費者トラブルや多重債務でお困りの方の相
談に応じます（電話相談可）

職業相談 毎週月～金曜日（祝休日・年末年始を除く）
9:30～17:00 市役所別棟1階 地域職業相談室

☎（52）1104
職業紹介やパソコン検索が利用できます
雇用保険受給手続きは管轄のハローワークで受け付けます

人権・行政相談 3/15㊎、4/15㊊ 
13：00～16：00 市役所202会議室 総務課

☎（50）1117 人権上の悩みや、国の業務への要望などの相談

家庭児童相談 毎週月～金曜日（祝休日・年末年始を除く）
9:00～16:00 子育て支援課内 家庭児童相談室

☎（50）1168 子育て上の悩みや親子関係、虐待などの相談に応じています

専門（弁護士）相談 ①3/21㊍、②4/17㊌ 10:00～16:00
（予約＝①受付中、②4/10㊌～電話のみ） ふれあいセンター視聴覚室 社会福祉協議会

☎（52）5198 先着10名、1人30分で初期相談に限ります

心配ごと相談 第2・第4火曜日（祝休日の場合は翌平日）
13:30～16:30 ふれあいセンター視聴覚室 社会福祉協議会

☎（52）5198 日常生活の中のちょっとした困りごとをご相談ください

ボランティア相談 毎週月～金曜日（祝休日・年末年始を除く）
13:00～17:00

ボランティアセンター
（ふれあいセンター2階）

社会福祉協議会
☎（52）5198 活動に興味がある、活動をしたい、依頼したいなどの相談

子育て相談 毎週月～金曜日（祝休日・年末年始を除く）
15:00～17:00（要電話予約）

簡易マザーズホーム
（ふれあいセンター2階）

簡易マザーズホーム
☎（54）1197 乳幼児の発達に関する心配ごとについて

家庭教育相談 毎週月～金曜日（祝休日・年末年始を除く）
9:00～16:00 市役所別棟2階 家庭教育相談室

☎（54）0783 不登校や進路など家庭での教育に関するさまざまな相談

市などの公共機関で行う相談です。
すべて無料ですので気軽にご相談ください。

相談ガイド


